
告 示

�愛媛県告示第７２２号
国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第６条の３第２項に規定す

る平成２９年度の事業計画を、平成２９年５月２５日次のとおり定めた。

平成２９年６月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第７２３号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成２９年６月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除予定保安林の所在場所

南宇和郡愛南町（国有林。次の図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

３ 解除の理由

指定理由の消滅

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県庁及び愛南町役場に

備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第７２４号
次の保安林を解除予定保安林にしたから、森林法（昭和２６年法律

第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成２９年６月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１� 解除予定保安林の所在場所

南宇和郡愛南町御荘和口１０９９の３、１１２４の２から１１２４の４

� 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

� 解除の理由

指定理由の消滅

２� 解除予定保安林の所在場所

南宇和郡愛南町御荘長月２２１０の２から２２１０の５、２２１６の２

� 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

� 解除の理由
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松 前 町 南黒田の一部 〃 〃

筒井、北黒田の一
部 〃 〃

調査を行う
者 の 名 称 調 査 地 域 調 査 期 間 摘 要

宇 和 島 市

大浦の第１１ 平成３０年３月２０日まで 地籍調査、数値情
報化

大浦の第１２ 〃 〃

下畑地の第７ 〃 〃

下畑地の第８ 〃 〃

高串の第１ 〃 〃

高串の第２ 〃 〃

八 幡 浜 市

向灘の一部 平成３０年２月２８日まで 地籍調査、数値情
報化

日土町５番耕地の
一部 〃 〃

日土町５番耕地の
一部 〃 地籍調査

向灘、大平、北浜
等の一部 〃 〃

新 居 浜 市

大生院戸屋鼻の一
部 平成３０年３月２０日まで 地籍調査

東田の一部、光明
寺の一部 〃 〃

弟地、筏津、保土
野の一部 〃 〃

大 洲 市

新谷第２５計画区 平成３０年３月２０日まで 地籍調査

菅田第３計画区 〃 〃

宇津第１計画区 〃 〃

沖浦第５計画区 〃 〃

宇津第２計画区 〃 〃

宇津第３計画区 〃 〃

四国中央市

富郷町寒川山１ 平成３０年３月２０日まで 地籍調査

富郷町寒川山２ 〃 〃

川滝町下山領家２ 〃 〃

金生町山田井８ 〃 〃

土居町上野９ 〃 〃

筒井、浜、東古泉
の一部 平成３０年３月２０日まで 地籍調査
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指定理由の消滅

３� 解除予定保安林の所在場所

南宇和郡愛南町御荘長月２２１０の２から２２１０の５、２２１６の２

� 保安林として指定された目的

干害の防備

� 解除の理由

指定理由の消滅

�������
�愛媛県告示第７２５号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第７７条の３５の８第２項の規

定により、指定構造計算適合性判定機関から次のとおり構造計算適

合性判定の業務を行う事務所の所在地の変更の届出があった。

平成２９年６月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 名称及び住所

株式会社建築構造センター

東京都新宿区新宿一丁目８番１号大橋御苑駅ビル６階

２ 変更する構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地

� 変更前

名 称 事務所の所在地

省略

愛 知 事 務 所
愛知県名古屋市中区栄４丁目１４番２号�屋パークビ
ル７階

山 陰 事 務 所 島根県松江市中原町６番地

省略

佐 賀 事 務 所
佐賀県佐賀市駅前中央１丁目９番３８号いちご佐賀ビ
ル７０４号室

省略

� 変更後

名 称 事務所の所在地

省略

愛 知 事 務 所
愛知県名古屋市中区栄４丁目１４番２号�屋パークビ
ル７階

三 重 事 務 所
三重県四日市市浜田町１２番１８号アーク四日市ビル７
階

山 陰 事 務 所 島根県松江市中原町６番地

省略

佐 賀 事 務 所
佐賀県佐賀市駅前中央１丁目９番３８号ＳＯＮＩＣ佐
賀駅前ビル７０４号室

省略

３ 変更年月日

平成２９年６月２２日

�愛媛県告示第７２６号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県四国中央保健所

及び四国中央市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供す

る。

平成２９年６月１３日

愛媛県四国中央保健所長 早 田 亮

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

四国中央市

四国中央市三島宮川４丁目６番５５号

市長 篠原 実

２ 事業場の名称及び所在地

四国中央市水道局中田井浄水場

四国中央市中曽根町２５番地

３ 特定施設に関する事項

脱水機－Ａ

特 定 施 設 の 種 類

水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号）別表第１第７１の４号イ 廃棄物
の処理及び清掃に関する法律施行令（昭
和４６年政令第３００号）第７条第１号、第
３号から第６号まで、第８号又は第１１号
に掲げる施設であつて、国若しくは地方
公共団体又は産業廃棄物処理業者（廃棄
物の処理及び清掃に関する法律第２条第
４項に規定する産業廃棄物の処分を業と
して行う者（同法第１４条第６項ただし書
の規定により同項本文の許可を受けるこ
とを要しない者及び同法第１４条の４第６
項ただし書の規定により同項本文の許可
を受けることを要しない者を除く。）を
いう。）が設置するもの

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり８７．４立方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工後２．５ヶ月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ８時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 原水濁度が上昇した場合に多い

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７．５

最大 ８．２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １０

最大 ２０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ７０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ３０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ３

愛 媛 県 報平成２９年６月１３日 第２８８２号
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公 告

４ 汚水等の処理施設に関する事項

排水池－Ａ

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

�１排水口

�������
�愛媛県告示第７２７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定により、

新居浜市洪水土地改良区から認可申請のあった土地改良事業（維持

管理）の計画の変更を平成２９年６月５日認可した。

平成２９年６月１３日

愛媛県東予地方局長 � 塚 真 志

�公 告

愛媛県労働委員会第４３期委員候補者の推薦について

第４２期愛媛県労働委員会委員の任期が平成２９年８月３０日で満了す

るので、労働組合法（昭和２４年法律第１７４号。以下「法」という。）

第１９条の１２第３項及び労働組合法施行令（昭和２４年政令第２３１号。

以下「政令」という。）第２１条第１項の規定により、愛媛県労働委

員会の労働者委員又は使用者委員の候補者を推薦する資格を有する

労働組合又は使用者団体は、それぞれの次期委員候補者を次により

推薦してください。

平成２９年６月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 推薦者の資格

� 労働者委員の候補者について推薦資格を有する労働組合は、

法第５条第１項の規定による法第２条及び第５条第２項の規定

に適合するとの立証を受けている労働組合であり、かつ、愛媛

県の区域内のみに組織を有するものです。

� 使用者委員の候補者について推薦資格を有する使用者団体は、

労働問題を取り扱うことを主な目的としているか、又は業務の

主要な部分としている使用者団体であり、かつ、愛媛県の区域

内のみに組織を有するものです。

２ 被推薦者の資格

法第１９条の４第１項に規定する者に該当する者は、委員となる

ことができません。

なお、公共企業体等の職員、国家公務員又は地方公務員が委員

に任命される場合は、その身分関係を規律する他の法律の規定に

より制約を受けます。

３ 推薦期間

平成２９年６月１３日（火）から６月２７日（火）まで

４ 推薦方法

推薦書（別記様式）を平成２９年６月２７日（火）までに愛媛県経

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４０

最大 １５０

設 置 年 月 日 平成５年４月１日

処 理 施 設 の 種 類 物理学的処理

処 理 施 設 の 型 式 排水池

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 直径２３メートル
高さ５．５メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり６，０００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 沈殿方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ７．５

最大 ８．２

通常 ７．５

最大 ８．２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３０

最大 ５０

通常 １０

最大 ２０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３６０

最大 ４８０

通常 ２０

最大 ７０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ３０

通常 １０

最大 ３０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ３

通常 １

最大 ３

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２，０００

最大 ５，０００

通常 ２，０００

最大 ５，０００

備考 沈殿汚泥は濃縮槽へ圧送する。

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ７０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ３０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ３

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３，６４０

最大 ５，０００

備考 この他に、雨水排水口が２箇所、原水の余剰水排水口が１箇所ある。

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７．５

最大 ８．２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １０

最大 ２０

愛 媛 県 報平成２９年６月１３日 第２８８２号
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済労働部産業雇用局労政雇用課へ到着するよう提出してください。

なお、推薦書には、次の書類を添付してください。

� 労働組合については、政令第２１条第３項の規定による愛媛県

労働委員会の証明書

� 次の事項を記載した委員候補者の履歴書

ア 氏 名

イ 生年月日

ウ 本 籍

エ 現 住 所

オ 学 歴

カ 経 歴

愛 媛 県 報平成２９年６月１３日 第２８８２号
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別記様式（４関係）

愛 媛 県 報平成２９年６月１３日 第２８８２号
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�公 告

愛媛県労働委員会第４２期委員の補欠委員候補者の推薦につい

て

第４２期愛媛県労働委員会労働者委員が１人欠員を生じるので、労

働組合法（昭和２４年法律第１７４号。以下「法」という。）第１９条の

１２第３項及び労働組合法施行令（昭和２４年政令第２３１号。以下「政

令」という。）第２１条第１項の規定により、愛媛県労働委員会の労

働者委員の候補者を推薦する資格を有する労働組合は、委員候補者

を次により推薦してください。

平成２９年６月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 推薦者の資格

労働者委員の候補者について推薦資格を有する労働組合は、法

第５条第１項の規定による法第２条及び第５条第２項の規定に適

合するとの立証を受けている労働組合であり、かつ、愛媛県の区

域内のみに組織を有するものです。

２ 被推薦者の資格

法第１９条の４第１項に規定する者に該当する者は、委員となる

ことができません。

なお、公共企業体等の職員、国家公務員又は地方公務員が委員

に任命される場合は、その身分関係を規律する他の法律の規定に

より制約を受けます。

３ 推薦期間

平成２９年６月１３日（火）から６月２７日（火）まで

４ 推薦方法

推薦書（別記様式）を平成２９年６月２７日（火）までに愛媛県経

済労働部産業雇用局労政雇用課へ到着するよう提出してください。

なお、推薦書には、次の書類を添付してください。

� 政令第２１条第３項の規定による愛媛県労働委員会の証明書

� 次の事項を記載した委員候補者の履歴書

ア 氏 名

イ 生年月日

ウ 本 籍

エ 現 住 所

オ 学 歴

カ 経 歴
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�公 告

争議行為の通知の公表について

全国一般愛媛地方労働組合執行委員長玉井博司から次のとおり争

議行為を行う旨の通知が平成２９年６月１日あったので公表する。

平成２９年６月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 事件 平成２９年度夏季一時金

２ 日時 平成２９年６月１４日正午以降本問題が完全解決に至る間

３ 場所

病 院 名 所 在 地

一般財団法人 創精会 松山市美沢１－１０－３８

４ 概要 前記記載の場所において、あらゆる形の争議行為を単独

または併用して実施する。

平成２９年６月１３日 発行
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